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ポランティア活動中にケガをしたり、他人の物を壊した場合などの補償制度です。

平成301■ 月1,1年後11キ ～平成 31有■月1日 午後■日こ発生した事故が対象です。
保険金額等が年度

`な

つて変オ%場合がありますので、必ず毎1ぜ確認ください.

特 徴

■保険料は不要です。
ボランティア活動をする方が安心して活動を行えるように 横浜市が保険料を負担し、保険会社と契約をしています。

■事前の加入手続きは不要です。事故発生後に手続きをしていただきます。

日頃の具体的な活動内容や、事故の状況を書面で報告していただきます.横浜‖,と保険会社が審査を行い

横浜市市民活動保険の要件を満たしていることが確認‐ た場合に保険金が支払われます。

※ :準しい手続き方法・必要書類については、最後のページに記載しています。

対 象

もつぱら市内で、次の4つの要件を全て満たすポランティア活動を行う方。

① 自主的に構成されたグ′し―プや個人、地域住民組織である自治会町内会が行つている活動

② 無報酬の活動 (交通費などの実費の支給を除く)

③ 継続的・計lnl的に行つている活動

④ 公益性のある(他人や社会に貢献する)活動

※ 保険対象範囲日ま、活動当日、準備活動及び活動場所への往復経路も合まれます。

日常生活に支障がでるケガが増えています。慣れた活動でも安全国ま充分に配慮しましょう。

中請の多い事故 防 l卜のポイント

地域の防犯バトロー′レ11こ 段たにつまずいて転んだ。
転倒Iなるケガ(″■郎円

"斤

)が半数以上を占めてし燎す。

足刑 こは

…

まな,

白治会の役11会に向かう途 ||“ こ 足を滑らせて転んだ。
活動場所

～
ま時間に余裕を持って、I「らずに行きましょう。

活動を終えてホッとして,る帰り道も油断禁物です.

地域の文化祭の準備11こハシゴから落 ドした。

高所での作業時に大ケ幼こ至る事故が嶼をしています。

「複数人で行刃「事前の安全確認」「専門の業者へ委け る」等、

鶏 崚 凛 島

草刈明験で章刈り中、小石をはねて、

他人の車のガラスを割″ 近ぐれ たヽ人姉 た。

機械を使つた作業は大事故につながい すく、危険度が高い活

峰 周囲り哺南睦充れ ましめ。

横浜市ウェプサイトにページカリ

"ま
す.よ彿 質問も綺れ ています。 トップページ右上 市民活動保険  検彙 、
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横浜市市民活動保険のご案内



対象となるボランティア活動の例

1 社会福祉施設等への援護活動 行事の手伝い、習い事の指導 慰間 等

2高 齢者、鱗 現 絆 爛 肺 1脚 ― 、野 熟ヽ 点R書顧痺社 等

, 清掃活」||
公園・海

"l・

公通等の不特定多数の方が利′:,する場所の

清掃・美化活動 等

1 資源LRl収・リサイクル活動

D 公共的団体が4T9募金活動       共同募金、交通遺児募金 等

6 地域防災・防犯活動 区コ区コ
地域防災拠点の運営、地域の防災訓練の運営。指導、

1避難所での配食活動、防犯パトロール 等

7 1交 通安鋼 通学路での児まの見守り 自転車放置防Ji等

8 保lt衛引il rrJJ 食生活改善指導 健康に関する啓発 等

スポーツ活動の指導、審判、企画・運営

□ □

|

`)

各種スポーツの指導、競技会の企画・運鮨・審判 等

10 1 化活動の指導、企画・運営 区コ
絵画・音楽・パソコン・各種学習の指導

1講座の企画・運tt等

11 自治会田日勺会等の運営 区]
役員会への参加「 広報物の配{「ヽ・掲示

会費徴収のための戸別訪間 等

2献 D主催・共催事業の企画・運営 区コ 1講演会、展示会等の企籠 鞘 等

区コ 地震、噴火、洪水、津波等の天災
`は

る事胡ま対象外です。

区□ 防災訓練の参加者、競技の出場者、講座の受講者は対象外です。

ロ ボランティア活動者であっても、競技参加中の事故は対象外です。

対象とならない活動の例 。留意点

(1)勤務中や職桑:“日し0'史きの日肛 委話勢n4震 x活動 (細鰍多鶴熙凛減けあず、対,外です)

(2)民生委員・児童委員、スポーツ推進委員などの非常勤特別職の地方公務員としての活動

(公務災害等の補償力場味 す)

(3)学校管理下での活動(例 :授業や課外活動嘲 ‖の消婦を行う生徒と、それを指導する地域の方)

(4)単位取得や学習のた胡こ稿 活動 (欄 躊窃ヒ痛 燿として課された活動 )

(5)金額にかかわらず、‖金・手当など、労働の対鶴が支給される活動 (交通費・食費などの実費の支給は可)

(6) H3J、 突発囃 意の行為 (例 :‐
― 手伝しヽ 突然倒れた是 助ける屁9

(7)親睦が目的の活動、サークル活動 (例 :団体の親睦会、活動後の慰労会、趣味の活動)

(8)互助的な活動(例 :団地の敷地内の清撤 PTA活動、共有財産の管理、ゴミ捨て場の清掃)

(9)特定の個人や特定の団体の利益のための活動

(10)政治、宗教、営利に関翔 動 (例 :祭礼、御霊入れ等の宗教行為を合む行事)

(11)チェーンツt使 用する森琳ポランティア活動 (賠償責任事故のみ対無ど寛ます)



対象となる事故 ・ 補償金額(保険金額 )

賠

償

責

任

事

故

ボランティア活動中にポランティア活動者の過失により他人にケガを負わせたり、他人の物を襲 てし

まったなどの結果、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負つた場合に保険金が支払わ

れます(道義上の責任のみ0ま支払対象となりません)。

※免資金額(自 己負担額)5000円を超える部分について支払われます.

区 分 保険金額(限度額) 自己負担額 内 容

身体賠償
1名

1事故

1億円
引息i・l

5,0∞ 円

他人の身体に損害を与えた場合

財物賠償

1事故 う∞ 万円

他人の財物に損害を与えた場合

保管物賠償
他人かわ 預かり品や管理している物を

滅失・き損・汚損などにより被害を与えた場合

傷

堂
口

事

故

ボランテイア活動中に発生した急激かつ儡然な外来事故,よって、ポランティア活動者力琥 亡・負傷した

場合に保険金が支払われます。

※手術をし澤競筆 手術の細 搬 て手術保険金が支払われd励5●籾 ます。

区 分 保 険 金 額 内 容

死 亡 1名 500万円 傷害事故が原因で事故の日から180日 以内に死亡した場合

後遺障害
後遺障害の程度による
(1名 上限500万円)

傷害事故が原因で事故の日から180日 以内に

後遺障害が生じた場合

人 院 1日 3,500円 (180日 限度)
傷害事故を原因として事故の日から180日 以内に

人院または通院を要すること なった場合
※実際にかかった費用 CIまなく人院・通F.● 曰数で計算 ます
※医師のいる医療機関へ通鷹 てください。通 院 1日 2.500円 (90日 限度)

対象とならない事故の例

■賠償責任事故 傷害事故 共通

・地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故・活動者の故意によるヤ故 ・,舌勁″の,い神喪失によるf・ 故 や

E賠償責任事故

・活動者が所有・使用・管理する自動車

難 は原動機付自転載コる事故

・故意又は重大な過失により法令に違反して製

造、販売又は提供した物による事故

・荒天|はる損害事故

・活動者の持ち物が壊れた場合の修理代

・同居の親族に対しての賠償 等

■傷害事故

・熱中症

・くも膜 ド出血、脳梗塞などの脳疾患や疾自 こよ墨 の

・細菌‖:食中毒

・徐々に痛みがでたもの

・むち|「ち症や腰痛などで、それらの,1:状を裏イ」1するに足りる

医学的他覚所見がないもの
。自殺行 /・、

`L罪

行為、無資格運鞍、酒酔い運転による事故

・重大な過失による事故 等

<作成 発行>
横浜市市民局地域活動推進誤 Td:∝5-671-3625/Fax 045-664-0734
Eメール sh― ch k katsudoOc ty yokohama,p / 住所:〒 2310017横浜市中区港mrl-1



事故が起こつた際の手続き方法

1 (ケガをした場合)病院へ行く

2 区役所へ連絡する (原則 30日 以内)

事故が発生した場合は、お近くの区役所総務課まで電話等でご連絡ください。手続き方法をご説明いたしま丸

お知らせいただく主な項目は、①氏名、住所、連絡先②活動内容③事故が発生した日時、動チ④事故の状況 等です

■                                               |                  |

■

●   ■:   ‐
|

4 保険会社に保険金の請求書を提出する

■ 賠償責任事故の場合は、被害者との同で示淡力城 立した時、または日倅、裁判上の和解、判決等、書面による合意が成立

した後にご提出ください。

■ 傷害事故の場合は、日常生活に支障がない程度まで回復された時、または事故発生日から180日 を経過した時にご提出く

ださル、

0     ‐ t   l

よくあるお問い合わせ。事故発生時のご連絡先 (区役所総務課)

青葉区   恩:;:二

`:1:

港南区   醐:17二;::: 戸塚区    1段 ::♀二::'♀
旭 区

954-6006
951-3401

「
ほ

540-2206
540-2209港Jヒ区   呂 中区     駄::1二:|:3

泉区    電|:::二::::
894-8430
895-2260栄 区

「
ほ

320-8308
322-9847

同
隊西 区

磯子区   電I;::I`::: 瀬谷区   鳳:::二:::; 保土ケ谷区 肖|::'二::8:

神奈り1区  駄:ll二 :8:' 都筑区   電181:二る::: 緑区     駄:::二 :688

金沢区   駄 ;::二:::: 鶴見区   電|:|:二 |::: 南区     肖|:11二 1子 :|

[ |

事故によるケ″の状態を把握 し 適切な治療を受けるために医師のいる病院へ行きます


